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土地評価事務細則 

施行 昭和６３年 ４月０１日 用第３６号 

土木部長から部内地方公所長あて 

改正 平成０６年 ３月３１日 用第５９８号 

平成０６年 ６月１７日 用第９５号 

平成２８年 ４月０１日 用第４７号 

平成２８年１１月 １日 用第２０７号 

 

（趣旨） 

第１条 土地評価事務要領（昭和６３年４月１日付け訓令乙第３号。以下「要領」という。）において，

別に定めることとされた事項その他要領の運用に必要な事項については，この細則に定めるところによる

ものとする。  

 

（宅地見込地地域の判定指標） 

第２条 要領第３条第４号のイの宅地見込地地域の判定に当たっては，次の各号に掲げる事項を総合的に

考量するものとする。 

一 母都市の人口，世帯数及び住宅建設の動向 

二 母都市への企業の進出の状況 

三 周辺の宅地開発地の分布状況及び開発後の宅地の利用状況 

四 母都市の都心までの距離 

五 最寄鉄道駅までの距離 

六 幹線道路までの距離 

七 小学校及び中学校までの距離 

八 地勢，地盤等の状況 

九 開発行為の許可の可能性及び採算性 

十  その他開発に伴い必要となる事項  

 

（標準地選定の個別的要因） 

第３条 要領第５条の個別的要因は，「国土利用計画法の施行に伴う土地価格の評価等について」（昭和

５０年５０国土地第４号国土庁土地局地価調査課長通達）別添１土地価格比準表，別添３林地価格比準表

及び別添４農地価格比準表（以下「比準表」という。）の用途的地域ごとの個別的要因とするものとす

る。ただし，比準表に該当する用途的地域が定められていない地域の標準地については，類似する用途的

地域の比準表を適正に補正するものとし，当該補正を行った比準表の個別的要因とするものとする。  

 

（比準の方法） 

第４条 要領第６条及び第７条の個別的要因の比較並びに要領第７条の地域要因の比較は，比準表を適用

することにより行うものとする。ただし，比準表に該当する用途的地域が定められていない土地について

は，類似する土地に係る比準表を適正に補正して使用するものとする。 

２ 比準表に定められた格差率が当該近隣地域の実態に適合しないと認められるときは，当該格差率を当

該近隣地域の実態に適合するように補正することができるものとする。この場合において，格差率の補正

は，不動産鑑定業者の意見等により適正に行うものとする。  

 

（取引事例地の選択） 

第５条 要領第７条に基づき取引事例を選択するに当たっては，次の各号に掲げる要件を備えたものを選

択するよう努めるものとする。 

一 事情補正率が３０パーセント程度以内で適正に補正できること 

二 取引時期が２年程度以内であること 

三 個別的要因の比較が容易であること 

四 画地の面積が著しく相違していないこと 
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五 敷地と建物等が一括して取引されている場合においては，配分法が合理的に適用できること  

六 違法な取引に係る不動産でないこと  

 

（事情補正） 

第６条 要領第７条の特殊な事情が存する取引は，次の各号に掲げるものをいうものとする。  

一 投機目的の取引 

二 中間利益の取得を目的とした業者間又は系列会社間における取引 

三 場所的限定がある事業を営むことを前提とした取引 

四 宅地造成業者等が事業の必要上からした過大な額の取引 

五 過大な造成費が考慮された取引 

六 売買手数料，登記料，立退料等土地の対価以外のものが含まれている取引 

七 買主又は売主の不動産に関する知識や情報の不足により生じた過大又は過小な額の取引  

八 金融ひっ迫，倒産等のため緊急を要した取引 

九 知人，親類等の間で行った恩恵的な取引 

十 調停，競売等により価格決定された取引 

十一  その他減価又は増価すべき特殊な事情に係る取引  

 

（時点修正） 

第７条 要領第７条の土地価格の変動率は，次の各号に掲げるもののうち妥当と認められる変動率を基に

適正に定めるものとする。 

一 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域内の公示価格の対前年変動率 

二 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域内の基準地の標準価格の対前年変動率  

三 市町村別の用途別の公示地の公示価格又は基準地の標準価格の対前年変動率  

四 一般財団法人日本不動産研究所調査に係る用途地域別市街地価格指数並びに田畑価格及び山林素地価

格の対前年変動率 

五 宮城県農業会議調査に係る田畑価格の対前年変動率 

六 類似不動産の取引価格の推移に基づく変動率 

七 不動産鑑定業者が適正と認める変動率  

 

（標準地評価の標準様式） 

第８条 標準地等の評価は，別記標準様式一覧表に定める様式を標準として行うものとする。  

 

附 則 

この細則は，昭和６３年４月１日から施行する。  

  附 則  

この細則は，平成６年３月３１日から施行する。 

附 則 

この細則は，平成６年７月１日から施行する。  

附 則 

この細則は，平成２８年４月１日から施行する。  

附 則 

この細則は，平成２８年１１月１日から施行する。  

 

 


